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「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画（仮称）」の基本的な考え方（案） 

 

１．「明石市交通バリアフリー基本構想」をふまえた今後の方向性 

 「明石市交通バリアフリー基本構想（平成 14年 3月策定）」の進捗状況（検証結果）等をふまえ、

「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画（仮称）」を来年度より作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料④ 

【成果】 

○ 重点整備地区の「重点目標」は概ね完了 
・駅舎へのエレベーター設置、駅前広場整備等、駅周辺
のバリアフリー化が進む 

・歩道（特定経路）のバリアフリー整備は完了 
・行政、事業者ともバリアフリー、ユニバーサルデザイ
ンに対する各種取組みを積極的に推進 

【課題①】 

○ 準整備地区の「整備の基本的な方向性」は継
続的に検討されている事項が残る 

【課題②】 

○ バリアフリー法改正により移動等円滑化基準
が拡充。最新基準への適合が必要 

【課題③】 

○ 建築物、公園、駐車場、タクシー等の取組は
各事業者が個別対応 

【課題④】 

○ 市内には未だにバリアが散見される 
（まちあるき、ヒアリング等の意見） 

【課題⑤】 

○ 基本構想策定後、進捗管理や事業者連携、当
事者への意見聴取・情報提供が不十分 

引き続き、移動等円滑化の推進に向けた

取組みの継続が必要 

・市全域のユニバーサルデザインのまち

づくり方針を定める 

 

・事業化の調整がとれた地区は、具体的

な事業推進に向けて展開 

 

・ハードとソフトの両輪 

 

・バリアフリー法に基づき、各施設、経

路を一体的に整備 

 

・当事者を含めた幅広い市民の意見をふ

まえて検討 

 

・行政、事業者、市民が連携して継続的

に取り組みながら、スパイラルアップ

を図る仕組みの構築 

【「交通バリアフリー基本構想」の検証】 

【今後の検討時の留意点】 

バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関

する法律）に基づく法定計画として、 

「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画（仮称）」

を２０１９年度（平成３１年度）に作成 
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２．「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画（仮称）」の構成イメージ 

 「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画（仮称）」は、ユニバーサルデザインのま

ちづくりを進めるため、主に「移動」の観点から、公共交通、道路、信号等、路外駐車場、都市公

園、建築物等の方針を記載します。また、駅を中心としてバリアフリー化が必要な地区を選定しま

す。このうち、事業化が見込める地区は、取り組むべき事業を計画に記載していきます。なお、本

計画は随時見直しを行いながら、進捗状況や現況に応じて見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「明石市ユニバーサルデザイ
ンのまちづくり重点モデル地
区実行計画」を包含 
＊2019年～2020年の短期計画 

明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画（仮称） 

第１編 全市的にユニバーサルデザインを進めるための方針 

移動等円滑化促進方針 

（マスタープラン） 

計画を継続的に評価・見直しを行う。 

 

バリアフリー法で新たに創設 

改正バリアフリー法に基づき旧基本構想を見直し 

⑴ 全市的なユニバーサルデザインのまちづくりの方針 

検討の考え方：市民・当事者の意見、市のまちづくり、現況等を考慮 

主な対象施設：旅客施設及び車両等、道路/路外駐車場、都市公園、建築物 

取組内容：市民、事業者、行政で進めるハード整備だけでなく、接遇・研修の 

あり方、市民理解の促進、教育、情報提供等のソフト対策も含む 

⑵ バリアフリー化の促進が必要な地区（移動等円滑化促進地区）の選定 

高齢者や障害者等が普段利用する施設を含む、バリアフリー化が必要な駅周辺

を中心とした地区を選定 

⑶ 各地区内のバリアフリー化すべき施設と施設を結ぶ生活関連経路を選定 

 移動の連続性を確保 

⑷ その他 

継続的な進捗管理や連携のしくみ、取組み等、 

ユニバーサルデザインの推進に必要な事項を記載 

 

 

具体の事業化が 
見込める地区 

⑴ 事業化を図る事業内容を記載 

事業内容、事業者、事業期間等を調整できる範囲で明記。 

本計画に基づき、事業者は事業を推進。 

公共交通特定事業・道路特定事業・交通安全特定事業・都市公園特定事業 

路外駐車場特定事業・建築物特定事業・その他事業 

バリアフリー法の理念である
「共生社会の実現」「社会的
障壁の除去」に資する方策 

「(仮称)あかしインクルーシ
ブ条例」の理念を具体化 

第２編 事業を重点的・一体的に実施することが必要な地区の方針 

 

基本構想 

＊来年度１～２地区を策定し、以降事業化調整が可能な地区について追加 

想定 
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３．来年度の検討スケジュール 

 来年度は、４回の協議会開催を通じて「明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画（仮

称）」を作成します。現地調査、パブリックコメントも実施します。 

 

 


